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国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が、施設を設置しない第一種社会福祉事業を経営しようとする場合の許可は、 
 

社会福祉法第６７条第４項で、第６２条第４項各号に掲げる基準により審査することとされている。したがって、「社会福祉施設を 
 
設置する第一種社会福祉事業の許可」と同様の基準により審査する。 
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